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○議事日程 

 令和７年２月19日（水）午後２時30分開会・開議 

 日程第１号 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

  日程第２ 会期の決定 

  日程第３ 諸般の報告 

  日程第４ 議案第１号 令和７年度中遠広域事務組合会計予算 

 

○出席並びに欠席議員 

  出席議員（13人） 

１番 立石 泰広  議員   ２番 村井 勝彦 議員 

３番 大場 正昭  議員   ４番 鈴木 弘睦 議員 

５番 川岸和花子 議員   ６番 西田  彰 議員 

７番 小池 和広 議員   ８番 戸塚 彦 議員 

９番 永田 隆幸 議員   10番 江塚  学 議員 

11番 芥川 栄人 議員   12番 高梨 俊弘 議員 

13番 鈴木 喜文 議員 

  欠席議員（０人） 

   

○地方自治法第121条の規定による説明のための出席者 

管 理 者  磐 田 市 長  草地 博昭 

副 管 理 者  袋 井 市 長  大場 規之 

副 管 理 者  森 町 長  太田 康雄 

副 管 理 者  磐 田 市 副 市 長  内野 昌美 

監 査 委 員  磐田市監査委員  中野  純 

監 査 委 員  磐田市監査委員  鈴木 博雄 

説 明 員  磐田市総務部長  薗田 欣也 

説 明 員  磐田市環境水道部長  西山  実 

 

○職務のために出席した事務局職員 

  事務局長  戸田 智浩 

  係  長  大箸 和成 

書  記  鈴木 俊宏 

書  記  木野 翔太 
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○ 会議録 

午後２時30分開会 

 

議長（鈴木喜文） 

それでは、お待たせいたしました。出席議員が定足数に達しておりますので、議会は成立しており

ます。ただ今から、令和７年２月中遠広域事務組合議会定例会を開会いたします。 

本定例会に管理者より提出された議案は、１議案ですので、ご報告いたします。 

なお、本定例会における議案説明のため、地方自治法第292条の規定により、同法第121条を準用し、

管理者以下、関係者の出席を求めてありますので、ご了承願います。 

次に、本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでありますので、ご報告いたします。 

それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第

91条の規定により、１番、立石泰広議員、２番、村井勝彦議員を指名します。 

次に、日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

  【異議なしの声】 

ご異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日１日と決定いたしました。 

次に、日程第３「諸般の報告」を行います。 

報告第１号「例月出納検査結果の報告」でありますが、お手元に配付のとおり、監査委員より令和

６年７月分から令和６年 10 月分までの出納検査の結果について報告書の提出がありました。 

まず、監査委員の補足説明があれば許します。監査委員。 

監査委員（中野純） 

補足事項は、特にございません。 

議長（鈴木喜文） 

これより質疑に入ります。会議規則第 40 条、第 41 条の規定により、発言しようとする議員は、挙

手の上、「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を得てからとなりますので、よろしくお願

いいたします。 

また、同一議員の方については、同一の議題において質疑される場合、２回までという規定があり

ますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、報告につきまして、質疑があれば、これを許します。質疑ございませんか。 

議長（鈴木喜文） 

質疑もないようですから、以上で諸般の報告を終結いたします。 

次に、日程第４、議案第１号「令和７年度中遠広域事務組合会計予算」を議題といたします。 

管理者から提案理由の説明を求めます。管理者。 

管理者（磐田市長 草地博昭） 

改めまして、皆さん、こんにちは。先程の全員協議会に引き続き、２月定例会の組合議会、よろし

くお願い申し上げます。それでは、議案第１号「令和７年度中遠広域事務組合会計予算」をご説明申

し上げます。 

予算額につきましては、歳入歳出ともに９億 3,942 万円で、前年度予算と比較をし、１億 4,279 万
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７千円の増額でございます。 

増額の主な理由でございますが、粗大ごみ処理施設の長寿命化修繕事業について、前年度と比較し、

事業量増に伴う増額によるものでございます。令和７年度予算では、施設管理における資機材や人件

費等の高騰により、前年度と比較して増額となっている業務等もある中で、できる限りコスト縮減を

図るとともに、令和８年度中に始まる埋立ごみ処理の民間委託が着実に実施できるようにするため、

令和７年度は準備期間と位置づけ、試験搬出などの経費を計上しております。 

それでは、歳入についてです。各市町に負担をお願いする分担金及び負担金は、歳入総額の 69％に

あたる６億 4,370 万円、組合債は、22％にあたる２億 720 万円で、そのほか、繰入金、繰越金、財産

収入等でございます。 

歳出は、議会費、総務費のほか、粗大ごみ処理施設及び一般廃棄物最終処分場２か所の運営・維持

管理等のほか、民間委託に向けた準備に要する事業費、粗大ごみ処理施設の長寿命化修繕等に係る起

債の償還経費でございます。 

以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議長（鈴木喜文） 

次に、「令和７年度中遠広域事務組合会計予算」について、当局の説明を求めます。事務局長。 

事務局長（戸田智浩） 

それでは、議案第１号「令和７年度中遠広域事務組合会計予算」についてご説明申し上げます。 

予算書の１ページをお願いします。令和７年度中遠広域事務組合会計予算は、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ９億 3,942 万円とし、款項の区分及び金額は、次ページの「第１表 歳入歳出予算」のと

おりとするものです。 

第２条「地方債」につきましては、４ページの「第２表 地方債」、第３条「歳出予算の流用」に

つきましては記載のとおりでございます。 

それでは、２ページ、３ページをお願いします。「第１表 歳入歳出予算」についてですが、歳入

は１款・分担金及び負担金から７款・組合債まで、歳出は１款・議会費から５款・予備費までを計上

したもので、款項の金額は記載のとおりです。 

４ページをお願いします。「第２表 地方債」ですが、ごみ処理施設整備事業費に充てるもので、

限度額、起債の方法等は記載のとおりです。 

続きまして、予算に関する説明書によりご説明申し上げます。６ページ、７ページをお願いします。 

歳入歳出予算事項別明細書の総括表でございますが、歳入歳出ともに、本年度予算額及び前年度予

算額並びにその比較を、そして、歳出につきましては、財源内訳を含め記載したものでございます。 

８ページをお願いします。歳入についてご説明申し上げます。 

１款・分担金及び負担金のうち、１項１目・分担金は、５億 8,626 万９千円で、前年度と比較し、

5,320 万５千円の増です。分担金増額の主な理由は、粗大ごみ処理施設の長寿命化修繕事業が前年度

と比較し、事業量増となったこと、また、同事業の令和５年度以降の起債償還開始によるものです。

なお、各市町の分担金額は、説明欄に記載のとおりです。 

次に、２項１目・負担金は、容器包装プラスチック類の処理に係る費用であり、該当する磐田市に

負担いただくものです。 

２款１項１目・使用料は、条例に基づき、袋井市宇刈の最終処分場の土地建物使用料や、各施設に

おける電柱等の使用料として、行政財産目的外使用料を計上したものです。 

次に、３款・財産収入のうち、１項１目・利子及び配当金は、財政調整基金の利子収入です。 
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２項１目・物品売払収入は、粗大ごみ処理施設で選別処理された鉄くず、アルミなどの有価物の売

払収入で、売却額 2,655 万６千円を見込み、前年度と比較し 524 万３千円の増となります。増額の主

な理由についてですが、有価物の約９割を占める鉄単価の上昇傾向が続いていることによるものです。 

なお、有価物全体の平均売払い単価は、１キログラムあたり、前年度が 21.2 円でしたが、令和７年

度は 31 円を見込んでいます。 

次に、４款１項１目・基金繰入金は財政調整基金からの繰入金です。 

次に、５款１項１目・繰越金は、令和６年度の決算見込みを計上しました。 

次に、６款・諸収入のうち、１項１目・組合預金利子は、歳計現金の利子収入です。また、２項１

目・雑入は、本組合が任用予定の会計年度任用職員４名の雇用保険料の戻入及び粗大ごみ処理施設内

に設置する自動販売機の電気使用料です。 

次に、７款１項１目・組合債は、粗大ごみ処理施設の長寿命化修繕事業の財源として、ごみ処理施

設整備事業債、２億 720 万円を計上しました。 

次に、歳出についてご説明申し上げます。９ページをお願いします。 

１款１項１目・議会費は、前年度と同額の 37 万８千円で、議会の運営、活動に要する経費です。 

次に、10ページ、11 ページをお願いします。 

２款１項１目・一般管理費は、前年度と比較し 587 万７千円減の 5,601 万９千円で、組合の運営管

理に要する経費です。主な内容は、報酬や給料及び派遣職員の人件費に当たる事務委託料などです。

減額の主な理由についてですが、派遣職員人件費について、派遣人数６名に変更はないものの、現状

の派遣職員を基本に予算見積りするため、前年度と比較し人件費が安価になったことによるものです。 

次に、12ページ、13 ページをお願いします。 

３款１項１目・不燃物処理施設業務費は、磐田市新貝の粗大ごみ処理施設の管理運営に要する経費

で、前年度と比較し、１億 1,221 万円増の４億 9,793 万８千円を計上しました。主な内容は、電気使

用料及び不燃ごみ処理業務などの委託料のほか、基幹設備の長寿命化・定期修繕工事の費用です。な

お、長寿命化事業は、令和７年度に完了予定です。増額の主な理由は、長寿命化修繕事業の事業量の

増加によるものです。 

次に、３款１項２目・不燃物最終処分場管理費は、袋井市宇刈の一般廃棄物最終処分場の維持管理

に要する経費で、前年度と比較し 242 万２千円減の 2,300 万６千円を計上しました。主な内容は、水

処理施設の運転管理業務や放流水等の水質分析業務などの委託料及び水処理に係る薬剤費や施設の

修繕料等です。減額の主な理由についてですが、水処理施設の修繕料の事業量減によるものです。 

次に、３款１項３目・不燃物最終処分場業務費は、森町一宮の一般廃棄物最終処分場の管理運営に

要する経費で、前年度と比較し1,176万７千円増の２億7,350万６千円を計上しました。主な内容は、

水処理施設にかかる光熱水費、薬剤費などの需用費や、水処理施設管理業務及びごみ埋立業務などの

委託料、森町が実施します地元環境整備等にかかる負担金、また、埋立ごみ処理の民間委託に向けた

準備にかかる経費です。増額の主な理由は、埋立ごみ処理の民間委託に向けた準備及び埋立業務等の

人件費の高騰によるものです。 

なお、民間委託に向けた準備経費について説明します。この経費は、令和８年度中に始まる民間委

託を着実に実施するため、民間委託に向けた準備に必要な経費を計上したものです。具体的には、が

れきなど、これまでの調査研究成果をもとに、廃棄物の積み込み、搬出や自治体との事前協議など、

実際に民間委託処理した場合の検証をするための経費であり、委託料や旅費など約 580 万円を計上し

ました。 
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次に、16 ページをお願いします。４款１項１目・元金は、粗大ごみ処理施設の長寿命化修繕事業等

に係る起債９件の元金償還金で、8,477 万６千円を、また、２目・利子は、同じく起債９件の利子支

払金 279 万７千円を計上しました。 

次に、17ページをお願いします。５款・予備費は、前年度と同様、100 万円を計上しました。 

以上、歳入、歳出の合計は、それぞれ前年度と比較し、１億 4,279 万７千円増の９億 3,942 万円と

なります。 

また、18ページ、19 ページに「給与費明細書」、20 ページに「地方債に関する調書」、22 ページ

から 25 ページには、各市町の分担金算出に関する「予算に関する説明資料」がございますので、ご参

照をお願いいたします。説明については以上でございます。よろしくお願いします。 

議長（鈴木喜文） 

それでは、これより質疑に入ります。なお、質疑のある場合には、予算書のページ数や箇所等を明

確にしていただいて、質疑されますように、よろしくお願いいたします。 

それでは、本案について質疑はありませんか。８番、戸塚彦議員。 

８番（戸塚彦議員） 

資料の 13 ページで３款１項１目のところで、４の維持補修費の関係ですけれども、長寿命化修繕

ということで、今説明があったかと思います。昨年２月の６年度予算のときにも、長寿命化で、破砕

機とかベルトコンベアの交換という説明があったと思うのですけれども、その中で、令和７年度で完

成するということで、確かおっしゃっていたと思うのですけど、その辺のところを含めた中で、２億

8,100 万の工事内容について、教えていただければと思います。 

事務局長（戸田智浩） 

それでは、戸塚議員の質疑に回答いたします。長寿命化・定期修繕工事の、令和７年度の事業内容

ということだと思うのですが、まず、長寿命化修繕事業は、主には、不燃ごみ破砕機のモーター部分

や、受変電設備などの更新を予定しておりまして、金額としては２億 3,032 万６千円となります。ま

た、定期修繕事業は、鉄プレス機の部品交換などを予定しておりまして、3,637 万４千円を計上して

ございます。以上です。 

８番（戸塚彦議員） 

ありがとうございました。令和７年度で完了ということを、確か言っていたと思うのですけど、そ

の辺のところはどうなのでしょうか。長寿命化というと、何年かまだ続くのではないかなと考えます

けど、その辺のところの見解をお願いしたいと思います。 

事務局長（戸田智浩） 

長寿命化事業は、先程、令和７年度で完了するということでしたが、長寿命化をする部分について

は、設備の基幹部分、例えばモーター部分とかそういった部分の修繕を、平成 30年度から行ってまい

りました。これの完了としては令和７年度を予定しておりまして、それ以外の例えばベルトコンベア

であるとかの消耗部分は、大体３年から５年で定期的に更新していかなくてはいけない、定期修繕工

事と、私どもは言っているのですが、その部分については、これ以降も継続していく予定です。以上

です。 

議長（鈴木喜文） 

ほかに質疑ありませんか。12番、高梨俊弘議員。 

12番（高梨俊弘議員） 

13 ページの３款１項３目の不燃物最終処分場業務費のところで、今、質疑があったように、維持補
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修費があるわけですけど、先程余り詳しく説明されていなかったので、ここの維持補修費について、

もう少し詳しく説明を伺えたらと思います。以上です。 

事務局長（戸田智浩） 

それでは、高梨議員の質疑に回答します。３款１項３目の維持補修費の修繕料が、3,691 万９千円

になっております。この内容でございますが、主には、水処理施設の設備のうち、運営管理に大きく

影響する設備を基本に、緊急度を考慮した上で優先順位づけしています。令和７年度については、特

に、埋立地から排水を汲み上げる配管や、水処理施設内の各種ポンプの修繕を考えてございます。以

上です。 

12番（高梨俊弘議員） 

この修繕というのは、どのぐらいの期間をかけるのか、それとも、そんなに時間を掛けずにできる

のか、その辺の見通しはどうなっているのか教えてください。 

事務局長（戸田智浩） 

今お話をした、配管であるとかの内容については、単年度で修繕は終わっていく予定で考えていま

す。以上です。 

議長（鈴木喜文） 

ほかに質疑ありませんか。６番、西田彰議員。 

６番（西田彰議員） 

13 ページの３の不燃物最終処分場業務費の中で、民間委託に係る経費がかかってきている、増大し

ているということですが、７年度までには、民間委託の方向が出てくると思うのですけれど、今後、

様々な物価が上がっている中で、この金額でいけるのかどうか、その辺をちょっとお伺いします。も

し、調査が長引くと、翌年度にまでかかってしまう可能性もあるということで、これでいけるのかど

うか。 

事務局長（戸田智浩） 

それでは、西田議員の質疑に回答します。議員がおっしゃられたのは、先程、埋立ごみの基本方針

のお話をさせていただきましたが、それの試験搬出にかかる費用ということでいただいたのかなと思

っております。令和７年度につきましては、先程もお話したのですが、今までは机上論で、色々な調

査研究をしてきて、一定の方向性を出させていただきました。そういった中でこれから、特に令和７

年度に重点的にやりたいと思っているのは、本当に、実際にこれが民間委託できるのかどうかという

ところになるかと思っております。具体的には、搬出のスケジュール調整とか、大型トラックが入っ

てくるようになりますので、そういった出入り、積込み、あとは、特に民間の最終処分場につきまし

ては、自治体との事前協議ということも控えてございますので、この辺の課題を整理した中で、令和

８年度には、着実に民間委託ができるように進めていかなくてはいけないと思っていますので、それ

は令和７年度の中で、確実にできる予算だと考えています。以上です。 

議長（鈴木喜文） 

ほかに質疑ありませんか。５番、川岸和花子議員。 

５番（川岸和花子議員） 

同じく、３款１項３目の森町一宮のところですけれども、管理運営費の業務及び事業委託料に、ご

み収集処理業務委託料というのが新たに出ていますが、これが民間委託に向けた準備かなと思うので

すけれども、先程、580万ということで伺ったのですけれども、この施設運営業務委託料のところと、

業務及び事業委託料が 1,100 万円上がっているが、その理由を教えてください。 
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事務局長（戸田智浩） 

それでは、川岸議員の質疑に回答します。３款１項３目で、前年度比 1,100 万円ほど上がっている

理由ということだと思うのですが、１つは、先程お話ししたように、埋立ごみ処理の民間委託を令和

８年中にやるということで、その検証をするための準備経費で約 580 万円計上しています。それとは

別に、埋立地内での埋立業務や水質分析などの業務の人件費の高騰によって約 600 万ということで、

全体で 1,100 万円ほど上昇しております。以上です。 

５番（川岸和花子議員） 

ということは、磐田市の新貝のほうの３款１項１目の３の管理運営費の施設運営業務委託料という

のも、人件費の高騰で１千万円ぐらい上がっているのでしょうか。 

事務局長（戸田智浩） 

議員がおっしゃられたとおりでございます。以上です。 

議長（鈴木喜文） 

ほかに質疑ありませんか。２番、村井勝彦議員。 

２番（村井勝彦議員） 

先程、長寿命化が令和７年度で完了するということですが、定期修繕が毎年繰り返して、色々な修

繕をやられると思うのですが、長寿命化をやって、終了をして、耐用年数が延びると思うのですが、

耐用年数の延びた分を、定期修繕をやっていくと、大体何年おきぐらいに、大体の予算が想定されて

いると思うのですが、長寿命化計画というのは、当然お持ちだと思いますが、定期修繕の計画という

のはお持ちなのでしょうか。そこにどのぐらいの、今後の予算が必要になるか、その辺のことが分か

れば教えてください。 

事務局長（戸田智浩） 

それでは、村井議員の質疑に回答します。長寿命化の部分に関しては、設備でも先程も話したよう

にモーター部分とか基幹部分になります。一方、定期修繕のほうは、それとは別に、ベルトコンベア

とか、そういった消耗品を、大体３年から５年程度のスパンで替えていくようなものになります。こ

ちらについては、最近色々な資機材が高騰はしてはいるものの、おおむね、今後、定期修繕工事とし

ては年間５千万円前後ぐらい、お金が掛かってくるのではないかと見込んでおります。以上です。 

２番（村井勝彦議員） 

当然のことながら、ベルトコンベアもそうですし、モーターなんかもそうだと思うのですが、耐用

年数がある程度表示されている、あるいは耐久年数が決められていて、その辺のことで、おおむね５

千万円ぐらいということですが、これは、非常に多額だと思うのですが、それを毎年繰り返して、長

寿命化だと施設の機械が 40 年を 60年ぐらいまで延ばすということで、20年間延ばした金額というの

は、それに 5,000 万ぐらいを掛ければ、大体全体の想定がされるということなのか。それによって、

市町の分担金が相当変わってくると思いますので、その辺のことを、できればこの議会の中で、お示

しいただいて、将来にわたって、どのぐらい市町の分担金が増えるのか、その辺も周知をしていただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

事務局長（戸田智浩） 

今のお話を聞いている限り、修繕料も含めて、全体の市町への影響といいますか、お金的な影響と

いうことだとは思うのですが、これは、先程出てきた財政調整基金といった話でもあるのかもしれな

いのですけれど、そういった全体の中で、今後どういうふうに、財政計画という言い方がいいのかど
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うか分からないのですが、そういったところは整理をしながら、市町とまず協議し、議会のほうにも、

必要に応じて、お示しできるような形になれば、お示しできればというふうには思っております。以

上です。 

議長（鈴木喜文） 

ほかに質疑ありませんか。12番、高梨俊弘議員。 

12番（高梨俊弘議員） 

１点お聞きしたいのですが、どこに該当するか分からないので、２款１項１目の一般管理費でお伺

いしますけれど、今、国が公共施設のＬＥＤ化を進めているのですけれども、磐田市でも色々な施設

で始めていますが、中遠広域として、この取組というのはどんな具合に考えられているのかというこ

とをお聞きしたいなと思うのですけれど、大事なことだと思うのですけれど。よろしくお願いします。 

事務局長（戸田智浩） 

それでは、高梨議員の質疑に回答します。ＬＥＤ化につきましては、令和７年度予算については、

３款１項１目・不燃物処理施設業務費、いわゆる粗大ごみ処理施設の予算で計上しております。これ

まで、粗大ごみ処理施設につきましては、令和６年度末の予定になりますけれど、全照明に対して、

約２割をＬＥＤ化しています。こちらについては、使用頻度の高い場所であるとか、作業上危険性を

伴う場所を優先的に、ＬＥＤ化を進めております。令和７年度予算につきましては、この隣の施設に

なりますが、工場棟という中の破砕機室などの 19か所を、約 97万円をかけて、ＬＥＤ化していく予

定で考えています。以上です。 

議長（鈴木喜文） 

ほかに質疑はありませんか。それでは、質疑も終わったようですから、これにて質疑を終結いたし

ます。 

これより討論に入ります。本案について討論はありませんか。 

  【討論なしの声】 

討論なしと認めます。 

これより議案第１号を起立により採決いたします。 

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  【全員起立】 

起立全員であります。よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

以上で本日の日程は全て終了いたしましたので、会議を閉じます。 

なお、現在の議員でこの組合議会をやるのは本日が最後になります。４月には２市１町、全ての議

会が改選となります。次年度には、新たな議員による議会になると思いますけれども、今後も議員の

皆さんにおいては、当組合議会の運営にご指導ご鞭撻を心からお願いを申し上げます。 

これにて、令和７年２月中遠広域事務組合議会定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

 

午後３時 00 分閉会 

 

 

 




